
企業による多様な「家庭と仕事の両立支援策」が夫婦の出生行動に与える影響
――労働組合を対象とした調査の結果から――

野 口 晴 子

Ⅰ はじめに

第二次世界大戦後における合計特殊出生率の急

速な減少は，出生率が丙午の年（1966年）を下回

ることになった1989年の「1.57ショック」を契機

に，いわゆる「少子化問題」として広く日本社会

に認知された。90年代以降は，学問分野での多角

的な理論・実証研究の蓄積 が進むと同時に，政策

策定の現場における議論が活発化して，さまざま

な対策が打ち出されてきたが ，現在までのところ，

出生率低下に歯止めをかけ上昇に向わせるまでの

効果をあげるにはいたっていない。

2007年２月に設置された「子どもと家族を応援

する日本」重点戦略検討会議（以下，「少子化対策

会議」と略す）は，これまでの研究結果から導き

出された少子化に対する基本認識を整理し，それ

を基盤とする重点戦略策定の方向性を「重点戦略

の策定に向けての基本的な考え方」（中間報告）と

して，同年６月にとりまとめた。少子化対策会議

は，『出生動向基本調査』（国立社会保障・人口問

題研究所）を中心とする既存の調査結果から，過

去30年間にわたり，夫婦の「理想とする子ども数」

と「予定子ども数」は両者とも2.0を超えて安定

しているにもかかわらず，それとは矛盾する現実

の合計特殊出生率の継続的減少傾向に着目し（津

谷（1999）や滋野・松浦（2003）など），人々の結

婚や出産・育児に対する希望と実態との乖離の拡

大が，将来の少子化に拍車をかける要因であると

いう基本認識を示した。

こうした基本認識の下，少子化対策会議が提示

した重点戦略策定の主要な方向性の１つに，「ワー

ク・ライフ・バランス」をキーワードとした「働

き方の改革」の実現がある。少子化対策会議・働

き方の改革分科会は，「ワーク・ライフ・バランス」

を「個人が仕事上の責任を果たしつつ，結婚や育

児をはじめとする家族形成のほか，介護やキャリ

ア形成，地域活動への参加など，個人や多様なラ

イフ・スタイルの家族がライフ・ステージに応じ

た希望を実現できるようにすること」と定義付け，

労使双方におけるメリットの必要性を強調した方

向性を打ち出している。すなわち，新たな家族形

成に不可欠な就業による経済的自立を若者に促し

つつ，さまざまなライフ・ステージに対応可能な

「ファミリー・フレンドリー（以下，「ファミフレ」

と略す）施策」と，時間や場所の制約を解放し多

様で柔軟な働き方を受容する「ワーク・フレキシ

ビリティー（以下，「フレックス」と略す）施策」

などのさらなる促進により，個々の労働者の効用

を高め，同時に，モチベーションと生産性の向上

を図るというものである（「子どもと家族を応援す

る日本」重点戦略検討会議（2007））。ここに，1992

年に「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律」（以下，「育児休業法」と略

す）が施行されて以来，数多くの学問的検証と政

策議論が行われてきた，ファミフレ施策とフレッ

クス施策はともに，「ワーク・ライフ・バランス」

という新たな政策理念を実質化する手段として，

その重要性が再確認されたといえよう。

本稿の目的は，現在までに蓄積された先行研究

が得た結果と，昨年度，(株)サーベイリサーチセ

ンターによって２つの労働組合を対象に実施され
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た『職場環境と少子化の関連性に関する調査』を

用いた実証分析によって，「仕事と家庭の両立を支

援する」施策が夫婦の出生行動に与える効果を検

証することにある。以下，Ⅱで先行研究を概観し，

Ⅲでは本稿で用いるデータの概略を示すとともに，

諸制度を類型化する。Ⅳでは前節で類型化された

施策群が出生確率に与える影響を計るための推定

方法を，Ⅴではその推定結果を提示し，最後に，

本稿の実証結果から得られた政策的含意，および，

本研究の限界と今後の課題について述べる。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援策」が出生行動に与え

る効果に関する先行研究

1989年における「1.57ショック」以降，仕事と

家庭の両立と女性の能力の積極的活用とを政策目

標とする法的整備が相次いだ 。こうした法的整備

が事業所に与えた影響の典型的な事例を，ファミ

フレ施策の中軸である「育児休業（以下，「育休」

と略す）制度」の規定がある事業所割合の推移に

見出すことができる。図１を見ると，育休制度の

規定がある事業所割合は，従業員数30人以上の事

業所平均で，育児休業法施行前（1990年）の約22％

から，施行直後の1993年には約51％，2005年に

は86％まで急増している。こうした傾向は従業員

数が多い大企業ほど顕著であり，2005年現在で，

従業員数500人以上の事業所では，ほぼすべての

事業所が育休制度を規定している。また，育休取

得率（育休取得者数╱女性従業員のうち出産した

者の数，または，男性従業員のうち配偶者が出産

した者の数）も，女性に関しては，育休開始前賃

金の25％が雇用保険より支給されるようになった

1995年前後で一時減少したものの，雇用保険から

の支給が40％に増額された2001年以降は順調な伸

びを示し，2005年には約８割弱にまで達している。

しかしながら，脇坂（1999a，2002）が指摘するよ

うに，この育休取得率を算出するための分母は「女

性従業員のうち出産した者の数」で，出産以前に

結婚や妊娠を契機に退職している従業員が除外さ

れているため，この８割弱という数値にはサンプ

ル・セレクション・バイアスがかかっている可能

性が高い。さらに，図１から，女性労働者の割合

が比較的高い，従業員数が30-99人以下の中小企

業において，育休の制度規定が約84％にとどまっ

ていること，また，女性に比較して，男性の育休

取得率が１％未満と極端に少ないことがわかる。

いずれにしても，90年代以降，職場において，育

休制度を中心とした仕事と家庭の両立支援策が急

速に浸透していることが事実とすると，そうした

施策は人々の出生行動にどういった影響を与えて

Winter ’07 企業による多様な「家庭と仕事の両立支援策」が夫婦の出生行動に与える影響

出所)旧労働省『女子保護実施状況調査』（1971年度～1985年度），および，旧労働省・厚生労働省『女子雇用管理基本調査』（1986年

度～2005年度）。

図１ 育児休業制度の規定がある事業所割合，および，男女別育児休業取得率の推移（1971年～2005年)
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いるのであろうか。

表1は，両立支援策と出生行動に関する代表的

な研究の概略を発表年順にまとめたものである。

これらの研究は，用いられたデータの特性から，

大きく２つに分けることができる。就労者の個票

データを用いて，両立支援策の中でも特に「育休

制度」に焦点を当てた研究と，事業所ベースの集

計データを用いて，育休制度を含む多様な制度を

分析対象とした研究である。

まず，個票を用いて育休制度の出生確率に対す

る効果を推定した先駆的研究として，樋口（1994

年）がある。この研究では，『就業構造基本調査（1987

年）』から，学校卒業後少なくとも一度は正規就業

者としての勤務経験がある25-29歳の女性を抽出

して，これら分析対象者で離職経験のある者につ

いては前職の，また，離職経験のない者について

は現在勤務している企業が属する産業の育休制度

実施割合を『女子保護実施状況調査（1985年）』に

よって補足し，その出生行動に与える効果をProbit

分析により推定している。結果，育休実施事業所

割合は，子どもを持つ確率に対して有意に正の効

果があることが示されたが，有配偶サンプルでは

有意性は確認されなかった。織田（1994）と塚原

（1995）は，『出産と育児に関する意識調査（1993

年）』において，仮想的質問によるヴィネット調査

を実施し，育休中の給与保障や児童手当が出生行

動に対して有意に正の効果があることを実証した。

しかし，両者とも定量的効果は非常に小さい。森

田・金子（1998）は，『女性の就業意識と就業行動

に関する調査（1996年）』から現在正規雇用者とし

て就労する女性を分析対象として抽出し，賃金関

数，出生児関数，勤続年数関数の内生性を考慮し

た同時決定モデルを用いて，育休制度の利用経験

が有配偶女性の出生児数を有意に引き上げるとい

う結論を導き出している。滋野・大日（2001）は，

有職女性の出生行動に対する育休制度の効果を

計ってきたそれまでの研究とは異なり，『女性の結

婚・出産と就業に関する実態調査（1997年）』（医

療経済研究機構・「経済と社会保障に関する研究

会」）で収集されたサンプルのうち，有配偶女性全

員を対象として，育休制度にとどまらず企業によ

る多様な福利厚生施策が第１子・第２子出産選択

に与える影響をProbit推定法により分析したが，

いずれの施策も単独での有意性は確認されなかっ

た。今世紀に入ると，(財)家計経済研究所によっ

て1993年以降毎年継続的に実施されている『消費

生活に関するパネル調査』を用いた研究が数多く

登場する。1993年・1997年時点で無作為抽出され

た女性コーホートに対する継続的な追跡調査とい

うパネル調査の特性を活かして，駿河（2002）は

出産関数と就業関数の同時決定モデルを，滋野・

松浦（2003）は結婚・就業選択関数の同時決定モ

デルから得られた修正項を出産選択関数に投入す

る2段階の推定モデルを，また，駿河・張（2003）

は出産関数と継続就業関数の同時決定モデルを，

いずれもBivariate Probit分析やProbit分析を応

用した方法により推定させることで，特定の施策・

政策の定量的評価につきもののサンプル・セレク

ション・バイアスと内生性の問題を明示的に調整

しようと試みている。いずれの研究においても，

職場における育休制度の規定は有配偶女性の出生

確率を有意に高めるという結果が得られた。同じ

く『消費生活に関するパネル調査』を用いた分析

として，山口（2005）と滋野（2006）がある。山

口は，育休制度の出生意欲と第３子までの出生ハ

ザード率に与える効果をそれぞれ，蓄積Logitと

離散時間Logit分析で推計し，育休制度の規定が

職場にある者は無い者と比較して，出生意欲が約

1.9倍，出生ハザード率は約2.6倍になると推定し

ている。Cox比例ハザードモデルを用いた滋野

（2006）の研究では，第1子出産選択については育

休制度の規定自体が，第2子出産選択については

第1子出産における育休制度の利用経験が，出産

確率を引き上げること，さらに，推定結果に基づ

くシミュレーションにより，有配偶女性が長時間

労働を行っている場合，35歳までに第１子・第２

子を出生する確率が低いことがわかった。以上の

ように，育休も含め複数の制度の効果を分析対象

として有意性が得られなかった滋野・大日（2001），

有意性は確認されたものの定量的効果が小さいと

いう結論を得た織田（1994）と塚原（1995）を除

けば，職場における育休制度規定の存在が女性の
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表
１

育
児
休
業
制
度
を
中
心
と
す
る
職
場
に
お
け
る
「
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
策
」
が
出
生
行
動
に
与
え
る
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果
に
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す
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要
な
実
証
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究
（
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20
06
年
)

著
者
（
年
)
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ー
タ

分
析
の
対
象

分
析
の
方
法

被
説
明
変
数

両
立
支
援
の
効
果

備
考

樋
口
（
19
94
）

『
就
業
構
造
基
本
調
査
（
19
87
年
）』
（
総
務
省
統
計
局
）

※
補
足
デ
ー
タ
と
し
て
，『
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査（

19
87
年
）』

（
厚
生
労
働
省
）
お
よ
び
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子
保
護
実
施
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況
調
査
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19
85
年
）』
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旧
労
働
省
婦
人
局
）

学
校
卒
業
後
，
一
度
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正
規
就
業
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し
て
の
勤
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経
験
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；
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偶
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所
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意

に
正
の
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。

※
但
し
，
有
配
偶
サ
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で
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計
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有
意
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。

織
田
（
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）

『
出
産
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育
児
に
関
す
る
意
識
調
査（

19
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年
）』
（
旧
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会
保
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研
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所
）

２
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無
作
為
抽
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に
よ
る
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京
都
在

住
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歳
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女
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N
＝
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ネ
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（
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問
に
よ

る
意
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調
査
）
に
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る
重
回
帰
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お
よ

び
，
L
o
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短
期
的
（
１
年
以
内
）
出
産
意
向
，
お

よ
び
，
長
期
的
（
１
年
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上
）
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産
意

向

育
児
休
業
中
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給
与
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障
を
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し
た
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的
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は
，
合
計
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殊
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1.
7
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る
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は
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る
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降
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）
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出
産
と
育
児
に
関
す
る
意
識
調
査（

19
93
年
）』
（
旧
社
会
保
障
研

究
所
）

２
段
無
作
為
抽
出
法
に
よ
る
東
京
都
在

住
の
18
-4
0
歳
の
女
性
（
N
＝
53
8）

ヴ
ィ
ネ
ッ
ト
調
査
（
仮
想
的
質
問
に
よ

る
意
向
調
査
）
に
よ
る
L
o
g
it

フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
サ
ン
プ
ル
に
お

け
る
短
期
的
（
１
年
以
内
）
出
産
意
向

育
児
休
業
中
の
給
与
保
障
が
従
前
所
得

の
25
％
，
50
％
，
10
0％

の
場
合
，
出
生

確
率
を
1.
7％

，
3.
4％

，
6.
8％

，
そ
れ

ぞ
れ
押
し
上
げ
る
。

※
19
93
年
現
在
の
児
童
手
当
の
水
準

で
，
専
業
主
婦
，
フ
ル
タ
イ
ム
，
パ
ー

ト
で
そ
れ
ぞ
れ
，
出
生
確
率
を
2.
1％

，
1.
8％

，
1.
7％

引
き
上
げ
る
。

森
田
・
金
子
（
19
98
）

『
女
性
の
就
業
意
識
と
就
業
行
動
に
関
す
る
調
査（

19
96
年
）』
（
日

本
労
働
研
究
機
構
）

首
都
圏
30
k
m
圏
，
福
島
市
・
広
島
市

に
在
住
の
20
-4
0
歳
未
満
の
女
性
の
う

ち
，
現
在
正
規
雇
用
者
と
し
て
就
労
す

る
女
性
（
出
生
児
関
数
の
推
計
で
は

N
＝
10
1）

賃
金
関
数
，
出
生
児
関
数
，
勤
続
年
数

関
数
の
同
時
決
定
モ
デ
ル
（
２
段
階
最

小
２
乗
法
）

出
生
児
数

育
児
休
業
制
度
利
用
経
験
あ
り
，
に
有

意
に
正
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。

駿
河
（
19
99
）

樋
口
（
20
00
）

『
女
子
雇
用
管
理
基
本
調
査
―
育
児
・
介
護
休
業
制
度
等
実
施
状
態

調
査
―（

19
96
年
）』
（
旧
労
働
省
婦
人
局
）

本
社
に
お
い
て
常
用
労
働
者
30
人
以

上
を
雇
用
し
て
い
る
民
営
企
業
の
う
ち

か
ら
層
化
抽
出
し
た
事
業
所
別
集
計

デ
ー
タ
（
N
＝
7,
34
0）

T
o
b
it

女
性
従
業
員
に
占
め
る
出
産
者
割
合

育
児
休
業
制
度
の
規
定
あ
り
，
配
偶
者

が
常
態
と
し
て
養
育
可
能
な
労
働
者
が

育
児
休
業
対
象
者
可
，
休
業
期
間
中
の

昇
給
制
度
あ
り
，
復
職
後
昇
給
あ
り
，

復
職
後
の
賃
金
保
障
あ
り
，
職
業
能
力

の
維
持
・
向
上
の
た
め
の
措
置
あ
り
，

始
業
・
終
業
時
間
の
繰
上
げ
・
繰
下
げ

措
置
あ
り
，は

出
生
率
を
引
き
上
げ
る
。

一
方
，復

職
後
の
職
場
が
原
職
の
場
合
，

あ
る
い
は
，
本
人
希
望
を
考
慮
の
上
会

社
決
定
の
場
合
は
，
出
生
率
を
引
き
下

げ
る
。

※
労
働
組
合
あ
り
の
場
合
，
有
意
に
正

の
効
果
あ
り
。

滋
野
・
大
日
（
20
01
）

『
女
性
の
結
婚
・
出
産
と
就
業
に
関
す
る
実
態
調
査
（
19
97
年
）』

（
医
療
経
済
研
究
機
構
・「

経
済
と
社
会
保
障
に
関
す
る
研
究
会
」）
，

お
よ
び
，『
乳
幼
児
の
保
育
事
業
に
関
す
る
実
態
調
査（

19
96
年
）』

（
旧
厚
生
省
・「

社
会
保
障
の
経
済
分
析
研
究
会
」）

関
西
圏
在
住
の
無
作
為
抽
出
し
た

24
-3
4
歳
の
女
性
の
う
ち
有
配
偶
者（

第
1
子
出
産
関
数
：
N
＝
22
6；

第
２
子

出
産
関
数
：
N
＝
16
5）

P
ro
b
it

第
１
子
出
産
選
択
お
よ
び
第
２
子
出
産

選
択

企
業
の
福
利
厚
生
に
統
計
的
有
意
性
認

め
ら
れ
ず
。

駿
河
（
20
02
）

『
消
費
生
活
に
関
す
る
パ
ネ
ル
調
査
（
19
93
-1
99
7
年
）』
（
(財

)家
計
経
済
研
究
所
）

全
国
で
層
化
２
段
階
無
作
為
抽
出
し
た

19
93
年
当
時
24
-3
4
歳
の
女
性
の
う
ち

仕
事
を
も
つ
有
配
偶
者
（
N
＝
1,
35
8）

出
産
関
数
と
就
業
関
数
の
同
時
決
定
モ

デ
ル
（
B
iv
a
ri
a
te
 P
ro
b
it
）

あ
る
年
の
10
月
か
ら
そ
の
翌
年
の
９
月

に
お
け
る
出
産
の
有
無

育
児
休
業
制
度
の
規
定
あ
り
，
に
有
意

に
正
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。

駿
河
・
西
本
（
20
02
）

『
女
子
雇
用
管
理
基
本
調
査
―
育
児
・
介
護
休
業
制
度
等
実
施
状
態

調
査
―（

19
96
年
）』
（
旧
労
働
省
婦
人
局
）

本
社
に
お
い
て
常
用
労
働
者
30
人
以

上
を
雇
用
し
て
い
る
民
営
企
業
の
う
ち

か
ら
層
化
抽
出
し
た
事
業
所
別
集
計

デ
ー
タ
（
N
＝
7,
34
0）

T
o
b
it

女
性
雇
用
者
数
に
対
す
る
出
産
者
数
の

割
合

育
児
休
業
制
度
の
規
定
あ
り
，
配
偶
者

が
常
態
と
し
て
養
育
可
能
な
労
働
者
が

育
児
休
業
対
象
者
可
，
休
業
期
間
中
の

昇
給
制
度
あ
り
，
復
職
後
昇
給
あ
り
，

復
職
後
の
賃
金
保
障
あ
り
，
職
業
能
力

の
維
持
・
向
上
の
た
め
の
措
置
あ
り
，

始
業
・
終
業
時
間
の
繰
上
げ
・
繰
下
げ

措
置
あ
り
，は

出
生
率
を
引
き
上
げ
る
。

一
方
，復

職
後
の
職
場
が
原
職
の
場
合
，

あ
る
い
は
，
本
人
希
望
を
考
慮
の
上
会

社
決
定
の
場
合
は
，
出
生
率
を
引
き
下

げ
る
。

※
労
働
組
合
あ
り
の
場
合
，
有
意
に
正

の
効
果
あ
り
。

滋
野
・
松
浦
（
20
03
）

『
消
費
生
活
に
関
す
る
パ
ネ
ル
調
査
（
19
93
-1
99
7
年
）』

（
(財

)家
計
経
済
研
究
所
）

全
国
で
層
化
２
段
階
無
作
為
抽
出
し
た

19
93
年
当
時
24
-3
4
歳
の
女
性
の
う

ち
，
仕
事
を
も
つ
有
配
偶
者
（
結
婚
・

就
業
選
択
関
数
の
同
時
決
定
モ
デ
ル

（
第
１
段
階
）：

N
＝
5,
10
6；

第
１
子

出
産
選
択
関
数
（
第
2
段
階
）：

N
＝

22
7）

第
１
段
階
と
し
て
，
結
婚
・
就
業
選
択

関
数
の
同
時
決
定
モ
デ
ル
（
B
iv
a
ri
a
te

 
P
ro
b
it
），
第
２
段
階
と
し
て
，
第
１
段

階
で
得
ら
れ
た
修
正
項
を
説
明
変
数
に

加
え
た
第
1
子
出
産
選
択
関
数

（
P
ro
b
it
）

第
１
子
出
産
選
択

育
児
休
業
制
度
の
規
定
が
あ
る
企
業
に

勤
務
す
る
就
労
者
の
第
１
子
出
産
確
率

は
30
.3
％
～
40
.1
％
（
無
い
ケ
ー
ス
は

12
.6
％
～
19
.9
％
）
で
あ
り
，
育
児
休

業
制
度
が
有
効
に
機
能
し
て
い
れ
ば
第

1
子
出
産
確
率
を
17
.5
％
～
21
.3
％
ポ

イ
ン
ト
高
め
る
。

駿
河
・
張
（
20
03
）

『
消
費
生
活
に
関
す
る
パ
ネ
ル
調
査
（
19
93
～
19
97
年
）』

（
(財

)家
計
経
済
研
究
所
）

全
国
で
層
化
2
段
階
無
作
為
抽
出
し
た

19
93
年
当
時
24
-3
4
歳
の
女
性
の
う

ち
，
仕
事
を
も
つ
有
配
偶
者
（
N
＝

1,
35
8）

出
産
関
数
と
継
続
就
業
関
数
の
同
時
決

定
モ
デ
ル
（
B
iv
a
ri
a
te
 P
ro
b
it
）

あ
る
年
の
10
月
か
ら
そ
の
翌
年
の
９
月

に
お
け
る
出
産
の
有
無

育
児
休
業
制
度
の
規
定
あ
り
，
に
有
意

な
正
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。

山
口
（
20
05
）

『
消
費
生
活
に
関
す
る
パ
ネ
ル
調
査
（
19
93
～
19
99
年
）』

（
(財

)家
計
経
済
研
究
所
）

全
国
で
層
化
2
段
階
無
作
為
抽
出
し
た

1
9
9
3
年
と
1
9
9
7
年
に
そ
れ
ぞ
れ

24
-3
4
歳
の
女
性
の
う
ち
，パ
ネ
ル
調
査

開
始
時
に
２
子
以
下
の
出
生
数
を
持
つ

女
性
：
N
＝
1,
02
8

出
生
意
欲
に
つ
い
て
は
，
蓄
積
L
o
g
it
，

出
生
ハ
ザ
ー
ド
率
に
つ
い
て
は
，
離
散

時
間
L
o
g
it

出
生
意
欲
，
お
よ
び
，
第
１
子
，
第
２

子
，
第
３
子
の
出
生
ハ
ザ
ー
ド
率

出
生
意
欲
，
お
よ
び
，
出
生
ハ
ザ
ー
ド

率
は
，
育
児
休
業
制
度
の
規
定
が
職
場

に
あ
る
者
は
無
い
者
と
比
較
し
て
，
そ

れ
ぞ
れ
，
約
1.
9
倍
と
約
2.
6
倍
に
な

る
。

滋
野
（
20
06
）

『
消
費
生
活
に
関
す
る
パ
ネ
ル
調
査
（
19
93
～
19
99
年
）』

（
(財

)家
計
経
済
研
究
所
）

全
国
で
層
化
2
段
階
無
作
為
抽
出
し
た

19
93
年
・
19
97
年
に
24
-3
4
歳
の
女
性

で
有
配
偶
者
（
有
配
偶
で
子
ど
も
が
い

な
い
女
性
（
第
１
子
出
産
選
択
）：

N
＝

59
8；

有
配
偶
で
子
ど
も
が
１
人
い
る

女
性
（
第
２
子
出
産
選
択
）
N
＝
1,
16
9）

C
o
x
比
例
ハ
ザ
ー
ド
モ
デ
ル

第
１
子
出
産
選
択
，
お
よ
び
，
第
２
子

出
産
選
択

第
１
子
出
産
選
択
に
つ
い
て
は
，
育
児

休
業
制
度
の
規
定
あ
り
，
第
２
子
出
産

選
択
に
つ
い
て
は
，
第
１
子
出
産
の
際

に
育
児
休
業
制
度
の
利
用
あ
り
が
，
出

産
確
率
を
引
き
上
げ
る
。

※
育
児
休
業
効
果
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
り
，
30
歳
・
35
歳
ま
で
に
第
１

子
を
出
産
す
る
確
率
は
，
就
業
か
つ
育

児
休
業
制
度
あ
り
，
無
職
，
就
労
・
育

児
休
業
制
度
無
し
，
育
児
休
業
制
度
無

し
・
長
時
間
労
働
の
順
で
高
い
。
ま
た
，

35
歳
ま
で
に
第
2
子
を
出
産
す
る
確
率

は
，
無
職
，
就
業
か
つ
育
児
休
業
取
得

経
験
あ
り
，
取
得
経
験
無
し
，
取
得
経

験
無
し
・
長
時
間
労
働
の
順
で
高
い
。

出
所
）
筆
者
作
成
。
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出生行動を有意に促進するというのが，個票デー

タを用いた先行研究の結果からのおおむね一致し

た見解であろう。

次に，駿河（1999），樋口（2000），駿河・西本

（2002）は，事業所ベースの集計データ『女子雇用

管理基本調査―育児・介護休業制度等実施状態調

査―』を用い，育休規定とそれ以外の多様な両立

支援策が「女子従業員における出生者数の割合」

に与える施策効果を，Tobit分析により推定してい

る。これらの研究では，個票データの研究と同様，

育休制度の規定が出生確率に有意に正に作用する

ことが確認されるとともに，育休以外の多様な両

立支援策のうち，始業・終業時刻など勤務時間に

対する柔軟な姿勢や，育休取得による金銭面・キャ

リア面での不利益を最小化するような施策が効果

的である一方，育休中における賃金の100％支給や

原職復帰など，企業と就労者のいずれかにとって

コストが高い施策については，女性従業員の出生

確率を有意に引き下げるという結果が得られた。

以上のような先行研究の結果から，育休制度を

中心とする職場における「仕事と家庭の両立支援

策」は，少子化対策として有効性を持ちうると考

えられる。どの程度有効性をもちうるかについて

は，Suzuki（2006）が，駿河・西本（2002），滋野・

松浦（2003），駿河・張（2003），および，山口（2005）

から得られるオッズ比を基に，育休制度が合計特

殊出生率に与える効果についてシミュレーション

を行い，2003年現在の合計特殊出生率（1.29）は，

育休制度の規定がもし存在しないとするならば，

最大で0.0277（駿河・張（2003）），最小で0.0027（駿

河・西本（2002））低下し，それぞれ，1.2623と1.2873

になるという結果を得ている。

本稿では，就労者別の個票データを用いて，さ

まざまな両立支援策が出生行動に与える効果につ

いて，先行研究で得られた結果を再検証する。個

人または夫婦の出生行動に与える複数の制度の効

果を同時に測定することの難しさは，育休制度と

その他の支援制度との間に強い相関関係が存在す

るため，回帰式に説明変数として投入する制度変

数間において多重共線性の問題が発生し，結果に

バイアスがかかる可能性が高いことにある（脇坂

（1999a，1999b，2001），川口（2002））。現に，複

数の制度変数を回帰分析に同時に投入した場合，

事業所別の集計データでは妥当な結果が得られた

ものの，個票データを用いた滋野・大日（2001）

では，統計的有意性を確認することができなかっ

た。したがって，次節では，本稿で用いるデータ

の概略を示すとともに，多様な両立支援制度をい

くつかの施策群として整理・分類する。

Ⅲ データの概略と諸制度の類型化

本稿では，(株)サーベイリサーチセンターによっ

て，「全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連

合会」と「情報産業労働組合連合会」の２つの労

働組合に所属する組合員と企業を対象として，2007

年１月10日～２月28日に実施された『職場環境

と少子化の関連性に関する調査』を用いる。本調

査は，３種類の就労者票と企業票とで構成されて

おり，それぞれの有効回収数（カッコ内の数値は

有効回収率）は，既婚者本人票が1,100人中674人

（61.3％），既婚者配偶者票が1,200人中682人

（56.8％），独身者本人票が1,100人中 634人

（57.6％），そして，企業票が52件中28件（53.8％）

である 。ここで分析対象とするのは，既婚者本人

票と配偶者票，および，企業票を一部結合するこ

とのできるサンプルで，転職経験の無い既婚者本

人世帯602件である 。

ここでは，以下に述べる４つのデータ制約によ

り，本稿の分析結果から得られる政策的含意が，

限定的なものにならざるをえないことを強調して

おく必要がある。第１に，本調査の配票は無作為

抽出ではなく各企業に任されているため，サンプ

リング・バイアスが大きい。第２に，本調査では

現在の職場の支援制度についてのみ聞いているた

め，前職時における出生の可能性がある家計，す

なわち，本人が転職経験者である場合は分析から

除外した。結果，分析対象は，「本人」が同じ職場

に学校卒業以降継続して勤務している夫婦に限ら

れる。第３に，労働組合員を対象とした調査であ

るため，原則「本人」はすべて労働組合に所属し

ている就労者である。駿河（1999）や西本・駿河
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（2002）の結果から，事業所内における労働組合の

存在は，育休制度の取得率を高め，出生確率を有

意に引き上げる効果があることから，本稿での施

策効果にはセレクション・バイアスがかかってい

る可能性が高い。第４に，前節の図１で見たよう

に，育休制度を取得する男性は皆無に等しい。し

たがって，本来は先行研究に従い女性のみを分析

対象とすべきであるが，上記２つの労働組合に所

属する企業の特性上，本人票での女性比率が少な

く（約17％），ここでは，まず，本人が女性である

かどうかを示すダミー変数を被説明変数として調

整しつつ，夫婦の出生行動を分析対象とする。次

に，男性も含めた分析では施策効果が過小に評価

されていると考えられるため，本人が女性サンプ

ルのみでの分析を行った。

表２は，現在の職場における「仕事と家庭の両

立支援策」の12項目について，各制度の有無と使

いやすさについて質問した結果を示している。本

人票については，現在就労中の人のみを対象とし

ているので，卒業後転職経験が無い場合は，現在

の職場での出生行動であったと想定することがで

きる。一方，配偶者票でも，同じ12項目で職場の

制度が調査されているが，現在，専業主婦（主夫）

や無職者について，過去のどの時点について回答

しているのか，出産前なのか出産後なのかを特定

することができない。したがって，ここでは，本

人票の情報を中心に分析を進める。

半日単位の年次有給休暇の取得」と「育児等の

ための短時間勤務制度」の２制度については，そ

れぞれ約97％と約89％の就労者が，また，「深夜

表２ 職場における「仕事と家庭の両立支援策」の有無と使いやすさ

全サンプル

（N＝602）

平均値 標準偏差

I-1.制度有り（％）

I-a. 半日単位の年次有給休暇の取得有り 0.968 （0.175）

I-b. 育児等のための短時間勤務制度有り 0.885 （0.319）

I-c. 深夜勤務の免除有り 0.525 （0.500）

I-d. 時間外労働の免除有り 0.555 （0.497）

I-e. 法定を上回る育児休業制度有り 0.512 （0.500）

I-f. 法定を上回る介護休業制度有り 0.460 （0.499）

I-g. 始業・終業時刻の繰上げ繰下げ有り 0.498 （0.500）

I-h. 会社による託児所利用の支援有り 0.121 （0.327）

I-i. 在宅勤務制度有り 0.209 （0.407）

I-j. 勤務地限定制度有り 0.204 （0.404）

I-k. 結婚・出産退職者のための再雇用制度有り 0.193 （0.395）

I-l. 子どもの看護休暇制度有り 0.550 （0.498）

I-2.制度の使いやすさ（点）

（５＝非常に使いやすい；４＝まあ使いやすい；３＝どちらともいえない；２＝やや使いにくい；１＝非常に使いにくい）

I-a. 半日単位の年次有給休暇の取得 4.372 （0.828）

I-b. 育児等のための短時間勤務制度 3.294 （1.100）

I-c. 深夜勤務の免除 3.293 （0.862）

I-d. 時間外労働の免除 3.293 （0.909）

I-e. 法定を上回る育児休業制度 3.416 （1.035）

I-f. 法定を上回る介護休業制度 3.125 （0.898）

I-g. 始業・終業時刻の繰上げ繰下げ 3.441 （0.997）

I-h. 会社による託児所利用の支援 3.014 （1.070）

I-i. 在宅勤務制度 2.547 （1.087）

I-j. 勤務地限定制度 3.074 （0.914）

I-k. 結婚・出産退職者のための再雇用制度 3.035 （0.819）

I-l. 子どもの看護休暇制度 3.160 （0.957）

出所）(株)サーベイリサーチセンター『職場環境と少子化の関連性に関する調査』（2007年）を基に筆者が集計。
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勤務の免除」，「時間外労働の免除」，「法定を上回

る育児休業制度」，「法定を上回る介護休業制度」，

「始業・終業時刻の繰上げ繰下げ」，「子どもの看護

休暇制度」の６制度については，半数前後の就労

者が制度有りとしているのに対して，「会社による

託児所利用の支援」，「在宅勤務制度」，「勤務地限

定制度」，「結婚・出産退職者のための再雇用制度」

の４制度については，２割かそれ以下の就労者し

か制度有りと回答しておらず，制度整備が遅れて

いることがわかる。また，制度有りと回答した人

に対し，各制度の「使いやすさ」について，「非常

に使いやすい」を５点，「まあ使いやすい」を４点，

「どちらともいえない」を３点，「やや使いにくい」

を２点，「非常に使いにくい」を１点として点数を

つけてもらったところ，ほぼすべての企業が導入

している「半日単位の年次有給休暇の取得」が５

点満点中約4.4点と高得点であったほか，「在宅勤

務制度」を除けば，すべての制度が３点以上であっ

た 。

これら12制度について，多次元尺度法を用いて

分析した結果が図２である。多次元尺度法とは，

複数の観測値からなる多変量データに対して，類

似度の高い指標を選択して情報を集約する多変量

解析の手法の１つであり，類似性の強い指標どう

しは近くに，非類似性の強い指標は遠くにマッピ

ングされる（齋藤・宿久（2006））。「制度有り」を

「１」，「制度無し」を「０」とする二項変数と「使

いやすさ」に対する５段階評価との両者について

多次元尺度法を行ったところ，おおむね同じよう

な結果が得られた。図２は，制度の有無について

の分析結果である。図２を見ると，右端中央に，

最も制度整備の進んでいる「半日単位の年次有給

休暇の取得」と「育児等のための短時間勤務制度」

が，そして，その地点から最も遠い左下端には「結

婚・出産退職者のための再雇用制度」が配置され

ており，同じく，導入が遅れている「会社による

託児所利用の支援」，「在宅勤務制度」，「勤務地限

定制度」の３制度がその近くにマッピングされて

いる。したがって，右端中央から左下端へ向かっ

ての軸Ａは，制度整備がどの程度進んでいるかを

示している。一方，上端中央には，「始業・終業時

刻の繰上げ繰下げ」，またその下方には，「深夜勤

務の免除」や「時間外労働の免除」と，勤務時間

に対する柔軟性に重点を置くフレックス施策が配

置されているのに対して，下端中央には，「子ども

の看護休暇制度」，またその上方には，「法定を上

出所)(株)サーベイリサーチセンター『職場環境と少子化の関連性に関する調査』（2007年）を基に筆者が分類。

図２ 多次元尺度法（ユークリッド距離モデル）による両立支援施策の分類
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回る育児休業制度」や「法定を上回る介護休業制

度」といったファミフレ施策が配置されている。

つまり，図２における上端から下端へ向かっての

軸Ｂは，ワーキング・スタイルの柔軟性と多様な

ライフ・ステージの受容性に対する重点の置き方

を段階的に示しており，この軸の中央部分には，

ファミフレとフレックス両施策の特性を持つ諸制

度が配置されていると考えられる。

以上の結果から，ここでは，調査対象となった

12制度を次の４つの施策群に分類する（図２）。施

策群Ⅰ>は最も整備が進んでいるフレックスより

の施策群， 施策群Ⅱ>と 施策群Ⅲ>はそれぞれ，

制度整備が半ば進んでいる，フレックス施策群と

ファミフレ施策群，そして， 施策群Ⅳ>は整備が

最も遅れているファミフレよりの施策群である。

表３は，各施策群中に分類された制度のうち１つ

でも未整備の場合を「コントロール群（＝０）」，

全制度が整備されている場合を「トリートメント

群（＝１）」とする二項変数を作成し，各施策群間

の相関係数を推定した結果である 。 施策群Ⅰ>

と 施策群Ⅱ>以外のすべての施策群間に有意な

正の相関が認められ，なかでも，フレックス施策

群とファミフレ施策群との間に比較的強い相関が

存在するというこの結果は，各制度は代替関係で

はなく補完関係にあるという脇坂（1999a，1999b）

の実証結果と整合性のある結論であった。さらに，

どの時点での職場環境かは特定できないが，配偶

者票の制度情報からも同様の二項変数を作成し，

本人票の施策群との相関を見ると， 施策群Ⅱ>

～ 施策群Ⅳ>において，夫婦の勤務する職場の制

度に有意に正の相関が認められた。この結果から，

夫婦の職場環境には類似性があると推測され，各

制度の補完関係は，職場を異とする夫婦間におい

ても成立するといえる。

Ⅳ 推定方法

本稿では，各施策群が人々の出生行動にどういっ

た影響を与えているかについてPropensity Score
 

Matching（以下，「PS」と略す）推定法を用いた

検証を行う（Rausenbaum and Rubin（1984））。

この手法は，職業訓練施策（Heckman,Ichimura,

and Todd（1997），Deheijia and Wahba（2001）），

教育支援策（Ginther（2000）），失業給付受給プロ

グラム（大日（2001）），貧困者救済支援策（Todd,

Behrman, and Cheng（2004）），ハイテク治療法

（Noguchi,Shimizutani,and Masuda（2007））な

ど，ある特定の施策やプログラムのアウトカムを

客観的に評価する際に用いられる方法である。実

証研究に携わるほぼすべての研究者が指摘するよ

うに，施策評価を行う場合，プログラムへの参加

者と非参加者とを無作為に配置する社会的実験を

行わない限り，サンプル・セレクション・バイア

スと内生性の問題を避けて通ることはできない。

表３ 各施策群間の相関関係

施策群Ⅰ 施策群Ⅱ 施策群Ⅲ 施策群Ⅳ

本人票>

施策群Ⅰ 1.000

施策群Ⅱ 0.196 1.000

施策群Ⅲ 0.283 0.388 1.000

施策群Ⅳ 0.068 0.191 0.200 1.000

配偶者票>

施策群Ⅰ 0.119 0.098 0.099 -0.013

施策群Ⅱ 0.127 0.318 0.071 0.030

施策群Ⅲ 0.086 0.186 0.282 0.124

施策群Ⅳ 0.052 0.110 0.069 0.244

注） １％水準で有意。 ５％水準で有意。 10％水準で有意。

出所)(株)サーベイリサーチセンター『職場環境と少子化の関連性に関する調査』（2007

年）を基に筆者が集計。
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例えば，本稿で分析対象とする両立支援策に関し

て，仕事と出産・育児の両立を希望する人（主と

して，女性）は，はじめから支援が充実した職場

を選択している確率が高く，仮にサンプル内にこ

うしたセレクション・バイアスが存在すれば，施

策効果は過大評価される。さらに，出生確率を被

説明変数，施策の充実度を説明変数とした場合，

施策が充実しているから出生確率が高いのか，あ

るいは，例えば，女性労働者比率など，出産確率

の高い被雇用者の割合が高いから当該企業が施策

を充実させたのか，という内生性の問題が推定結

果を偏らせる可能性が高い。PS推定法は，プログ

ラム評価に伴う，こうした統計上の問題を調整す

るためのミクロ計量手法の１つで，調査対象者が

実際にプログラムへ参加したかどうかにはかかわ

らず，参加要因となる諸変数に基づいて推定され

た確率により非参加者と参加者をランダムに振り

分け，いわば仮想的な社会的実験空間を作り出す

手法である。その上で，擬似的に振り分けられた

コントロール（非参加）群とトリートメント（参

加）群において，最も類似性の高い者どうしをマッ

チングし，そのアウトカムを比較する。

本稿では，第１段階として，前節で定義した４

つの施策群それぞれについて，個々の就労者が各

支援策の充実した職場を選択する確率を次のよう

なProbit推定法により推定する（Becker and
 

Ichino（2002））。

＝Pr ＝1 ＝Φτ (1)

推定式(1)で， は個々の就労者の ID番号， は

番目の就労者の職場と個人の属性を示している。

職場属性については，女性労働者比率，週60時間

を超える長時間労働者比率，仕事のノウハウを共

有しようという職場の雰囲気，季節による繁閑，

当該トリートメント以外の諸施策群を，また，個

人属性については，本人の性別・年齢・学歴，配

偶者の年齢・学歴，共働きの有無，日常的な子育

てのサポートの有無，児童手当受給可能性の有無，

配偶者の現在，または，過去の職場における制度

の有無を，被説明変数として推定式に投入した。

当該トリートメント以外の諸施策群を投入したの

は，前節で見たように施策間に有意な相関が認め

られるためである。本調査では，実際の児童手当

受給状況をきいておらず，どの世帯が受給世帯か

を特定することができない。したがって，表４に

したがい，扶養親族数と職業に応じた控除前収入

の目安を参考値として，夫婦のうち少なくとも一

方の所得が児童手当所得限度額（収入の目安）未

満である場合を「１」，収入の目安以上である場合

を「０」とした二項変数を作成し，回帰式に投入

した。 は を所与とした条件付参加確率，

＝ 0，1 はインデックス変数で，ある就労者が各

施策群に分類された全制度が整備された職場を選

択した場合は「１」，それ以外は「０」となる。こ

こでは，Probit推定法を用いるので，Φ･ は，

normal c.d.f，また，τ は，プログラム参加の

決定要因を被説明変数とする線形関数であり，参

加群と非参加群に同じ属性 をもつ者が存在す

るとするOverlapping Assumptionを仮定する。

次に，Probit推定式(1)による参加確率を所与と

して，ある施策群が充実した職場を選択する「ト

リートメント群」，そして，それと比較可能な「コ

ントロール群」へ調査対象者を仮想的に振り分け，

両者における出生確率を比較することで，Average
 

Treatment Effect on Treated（ATT）を求める。

尚，ここでは，Common Support制約を置き，

Common Support内に残る観測値のみを分析対象

とした。

≡ － ＝1

＝ － ＝1，

＝ ＝1，

－ ＝0， ＝1 (2)

推定式(2)で， と はそれぞれ，推定式(1)か

ら得られたある確率分布 ＝1 を所与とし

た，「トリートメント群」と「コントロール群」の

出生確率の期待値を示している。ATT を推定する

に当たり，この擬似的に振り分けられた２つのグ

ループ間で，最も類似性の高い者どうしを比較対

照するため，参加確率から計測されたpropensity
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scoreによって定義付けされる「距離」をウェイト

として，両群の出生確率期待の加重平均値を比較

検証する。ここでは，距離のウェイトにKernel
 

densityを用いた，次のようなKernel Matchingを

用いる。

＝
1
∑ －

∑
－

∑
－

(3)

推定式(3)で， と はそれぞれ「トリートメント

群」と「コントロール群」を， と は，各群の

出生確率を示している。 は各施策群の充実した

職場に勤務する実際の人数を示している。 ･ は

Gaussian kernel functionを， は帯域パラメー

タを示す。大括弧の中の第二項である∑

－ τ ∑ － τ は，コントロール群に

おける出生確率の期待値 を示している。ATT

では分布が特定されていない。したがって，大日

（2001）にならい，信頼区間と標準誤差の推定につ

いては，bootstrapping法を用い（Todd,Behrman,

and Cheng（2004）），replicationの回数は1000回

とし，バイアスが修正された信頼区間を提示した。

Ⅴ 推定結果

表５は，各施策群における企業と就労者属性，

および，出生行動の基本統計量を，「コントロール

群」と「トリートメント群」別に示している。企

業属性を見ると， 施策群Ⅰ>～ 施策群Ⅲ>にお

いて，「コントロール群」と「トリートメント群」

との差に有意性が認められる。女性就労者比率，

企業当たり平均自給，職場でのノウハウを共有す

る雰囲気が，制度整備に対して正の効果をもつ一

方で，週60時間を超える長時間労働者比率や季節

を通じた繁閑の差の大きさについては，負の効果

が認められる。表５においても，前節で論じた表

3と同様に施策群間どうしの相関の高さが再確認で

きる。企業属性に比べると，個人属性は，配偶者

の職場環境以外では，両群の平均値にあまり有意

な差が無く，バランスがとれている。配偶者の職

場における制度の有無については，時点が不明と

いう留保つきながらも，表3で見た相関関係と同

様，夫婦の職場環境には類似性が見られる。最後

に，本稿のアウトカム指標である出生行動につい

て，「子どもがいる」確率は， 施策群Ⅰ>と 施

策群Ⅳ>において，トリートメント群が有意にコ

表４ 平成18年４月１日以降における児童手当受給所得限度額（万円)

所得限度額（控除後) 収入の目安（控除前)

扶養親族等の数
自営業者

（国民年金加入者）

サラリーマン

（厚生年金等加入者）

自営業者

（国民年金加入者）

サラリーマン

（厚生年金等加入者）

０人 460 524 約652.5 約733.3

１人 498 562 約695.6 約775.6

２人 536 600 約737.8 約817.8

３人 574 638 約780.0 約860.0

４人 612 676 約822.2 約902.2

５人 650 714 約864.4 約944.4

＋N人 扶養家族が１人増すごとに38万円を加算

注)１)平成18年度４月以降，所得制限が引き上げられ，さらに平成19年４月以降，支給対象年齢が小学校３年生（９歳到達後最初

の年度末）までから，小学校６年生までに拡大された。支給額については，３歳未満児童１人当たり一律月額10,000円，３歳以

上児童については，平成19年４月以前と同様，第１子・第２子月額5,000円，第３子以降は月額10,000円である。

２)所得の算定方法は，自営業者などで確定申告を行っている場合は確定申告書の「所得金額合計」を，給与所得のみの場合は源

泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を基準とする。所得の算定方法は，所得合計金額から社会保険料控除および生命保険料控

除に相当する額としての一律控除分８万円およびその他の控除額（雑損・医療費・小規模共済等掛金控除，障害者控除，寡婦控

除，勤労学生控除）を差し引いて算出する。「収入の目安」は，給与収入のみの場合の所得額に給与所得控除額相当分を加算した

額である。

出所）厚生労働省，「児童手当制度の概要（平成19年４月１日～）」（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html）
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表
５

各
施
策
群
別
の
職
場
と
就
労
者
の
基
本
属
性

基
本
属
性

全
サ
ン
プ
ル

( N
＝
60
2)

施
策
群
Ⅰ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
群

( N
＝
83
)

ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
群

( N
＝
51
9)

平
均
値

(標
準
偏
差
)

平
均
値

(標
準
偏
差
)

施
策
群
Ⅱ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
群

( N
＝
41
4)

ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
群

( N
＝
18
8)

平
均
値

(標
準
偏
差
)

平
均
値

(標
準
偏
差
)

施
策
群
Ⅲ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
群

( N
＝
40
5)

ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
群

( N
＝
19
7)

平
均
値

(標
準
偏
差
)

平
均
値

(標
準
偏
差
)

施
策
群
Ⅳ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
群

( N
＝
59
0)

ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
群

( N
＝
12
)

平
均
値

(標
準
偏
差
)

平
均
値

(標
準
偏
差
)

Ⅰ
.
職
場
に
関
す
る
属
性

女
性
就
労
者
比
率
（
％
)

0.
16
5

0.
12
7

0.
17
2

0.
15
9

0.
17
9

0.
16
0

0.
17
5

0.
16
5

0.
19
3

(0
.0
99
)

(0
.0
94
)

(0
.0
99
)

(0
.0
99
)

(0
.0
99
)

(0
.0
93
)

(0
.1
11
)

(0
.1
00
)

(0
.0
85
)

週
60
時
間
を
超
え
る
長
時
間
労
働
者
比
率

（
％
)

0.
09
7

(0
.0
92
)

0.
11
7

(0
.1
08
)

0.
09
3

(0
.0
89
)

0.
10
4

(0
.0
96
)

0.
08
1

(0
.0
81
)

0.
09
8

(0
.0
93
)

0.
09
4

(0
.0
89
)

0.
09
6

(0
.0
92
)

0.
11
0

(0
.0
87
)

企
業
当
た
り
平
均
時
給

3,
50
2

2,
97
7

3,
58
6

3,
44
0

3,
64
0

3,
40
6

3,
70
0

3,
49
9

3,
68
3

(1
,2
77
)

(9
25
)

(1
,3
06
)

(1
,2
33
)

(1
,3
63
)

(1
,2
33
)

(1
,3
47
)

(1
,2
87
)

(6
50
)

企
業
当
た
り
平
均
時
給
（
対
数
値
)

8.
10
8

7.
95
5

8.
13
3

8.
09
1

8.
14
6

8.
08
1

8.
16
4

8.
10
7

8.
19
7

(0
.3
13
)

(0
.2
96
)

(0
.3
09
)

(0
.3
13
)

(0
.3
13
)

(0
.3
11
)

(0
.3
13
)

(0
.3
15
)

(0
.1
85
)

職
場
で
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
す
る
雰
囲
気
が

あ
る
と
回
答
し
た
人
の
比
率
（
％
)

0.
83
8

0.
82
4

0.
84
0

0.
83
6

0.
84
2

0.
83
5

0.
84
3

0.
83
8

0.
83
3

(0
.0
75
)

(0
.0
84
)

(0
.0
73
)

(0
.0
75
)

(0
.0
75
)

(0
.0
75
)

(0
.0
75
)

(0
.0
75
)

(0
.0
29
)

季
節
を
通
じ
た
繁
閑
の
差
が
大
き
い
と
回
答

し
た
人
の
比
率
（
％
)

0.
37
2

(0
.1
30
)

0.
42
4

(0
.1
35
)

0.
36
4

(0
.1
27
)

0.
38
0

(0
.1
30
)

0.
35
3

(0
.1
27
)

0.
37
7

(0
.1
29
)

0.
36
2

(0
.1
31
)

0.
37
1

(0
.1
30
)

0.
40
7

(0
.1
51
)

本
人
の
職
場
環
境

施
策
群
Ⅰ
>

0.
86
2

0.
00
0

1.
00
0

0.
81
6

0.
96
3

0.
81
2

0.
96
4

0.
86
1

0.
91
7

(0
.3
45
)

(0
.0
00
)

(0
.0
00
)

(0
.3
88
)

(0
.1
90
)

(0
.3
91
)

(0
.1
86
)

(0
.3
46
)

(0
.2
89
)

本
人
の
職
場
環
境

施
策
群
Ⅱ
>

0.
31
2

0.
08
4

0.
34
9

0.
00
0

1.
00
0

0.
20
5

0.
53
3

0.
30
3

0.
75
0

(0
.4
64
)

(0
.2
80
)

(0
.4
77
)

(0
.0
00
)

(0
.0
00
)

(0
.4
04
)

(0
.5
00
)

(0
.4
60
)

(0
.4
52
)

本
人
の
職
場
環
境

施
策
群
Ⅲ
>

0.
32
7

0.
08
4

0.
36
6

0.
22
2

0.
55
9

0.
00
0

1.
00
0

0.
31
5

0.
91
7

(0
.4
70
)

(0
.2
80
)

(0
.4
82
)

(0
.4
16
)

(0
.4
98
)

(0
.0
00
)

(0
.0
00
)

(0
.4
65
)

(0
.2
89
)

本
人
の
職
場
環
境

施
策
群
Ⅳ
>

0.
02
0

0.
01
2

0.
02
1

0.
00
7

0.
04
8

0.
00
2

0.
05
6

0.
00
0

1.
00
0

(0
.1
40
)

(0
.1
10
)

(0
.1
44
)

(0
.0
85
)

(0
.2
14
)

(0
.0
50
)

(0
.2
30
)

(0
.0
00
)

(0
.0
00
)

Ⅱ
.
就
労
者
属
性

本
人
女
性

0.
17
4

0.
04
9

0.
19
3

0.
17
1

0.
17
9

0.
17
6

0.
16
9

0.
17
5

0.
09
1

(0
.3
79
)

(0
.2
18
)

(0
.3
95
)

(0
.3
77
)

(0
.3
85
)

(0
.3
81
)

(0
.3
76
)

(0
.3
81
)

(0
.3
02
)

本
人
年
齢

37
.8
46

36
.5
61

38
.0
50

37
.3
54

38
.9
35

37
.6
43

38
.2
67

37
.8
26

38
.8
33

(6
.7
32
)

(6
.8
06
)

(6
.7
04
)

(6
.4
51
)

(7
.2
15
)

(6
.6
81
)

(6
.8
35
)

(6
.7
09
)

(8
.0
43
)

配
偶
者
年
齢

35
.5
66

34
.9
84

35
.6
79

35
.5
29

35
.6
63

35
.6
44

35
.4
19

35
.6
02

33
.7
14

(5
.6
07
)

(6
.9
37
)

(5
.3
17
)

(5
.7
27
)

(5
.3
04
)

(5
.9
24
)

(4
.9
62
)

(5
.6
33
)

(3
.8
17
)

本
人
大
卒
以
上

0.
49
2

0.
60
2

0.
47
5

0.
49
5

0.
48
7

0.
47
4

0.
53
1

0.
49
1

0.
58
3

(0
.5
00
)

(0
.4
92
)

(0
.5
00
)

(0
.5
01
)

(0
.5
01
)

(0
.5
00
)

(0
.5
00
)

(0
.5
00
)

(0
.5
15
)

配
偶
者
大
卒
以
上

0.
28
3

0.
23
0

0.
29
3

0.
27
4

0.
30
8

0.
24
3

0.
35
9

0.
28
0

0.
42
9

(0
.4
51
)

(0
.4
24
)

(0
.4
56
)

(0
.4
47
)

(0
.4
64
)

(0
.4
30
)

(0
.4
81
)

(0
.4
50
)

(0
.5
35
)

日
常
的
な
子
育
て
の
サ
ポ
ー
ト
有
り

（
配
偶
者
以
外
)

0.
47
7

(0
.5
00
)

0.
49
4

(0
.5
03
)

0.
47
4

(0
.5
00
)

0.
51
9

(0
.5
00
)

0.
38
3

(0
.4
87
)

0.
48
1

(0
.5
00
)

0.
46
7

(0
.5
00
)

0.
47
8

(0
.5
00
)

0.
41
7

(0
.5
15
)

共
働
き
夫
婦

0.
59
9

0.
63
9

0.
70
1

0.
68
1

0.
71
8

0.
61
3

0.
68
0

0.
59
7

0.
58
3

(0
.4
91
)

(0
.4
83
)

(0
.4
58
)

(0
.4
67
)

(0
.4
51
)

(0
.4
88
)

(0
.4
68
)

(0
.4
91
)

(0
.5
15
)

夫
婦
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
方
の
所
得
が
児

童
手
当
所
得
限
度
額
（
収
入
の
目
安
）
未
満

0.
69
3

(0
.4
62
)

0.
57
4

(0
.4
99
)

0.
60
4

(0
.4
90
)

0.
60
0

(0
.4
91
)

0.
59
8

(0
.4
93
)

0.
69
9

(0
.4
59
)

0.
57
4

(0
.4
96
)

0.
69
5

(0
.4
61
)

0.
71
4

(0
.4
88
)

配
偶
者
の
職
場
環
境

施
策
群
Ⅰ
>

0.
43
9

0.
30
0

0.
46
4

0.
41
0

0.
51
9

0.
40
0

0.
50
0

0.
44
0

0.
40
0

(0
.4
98
)

(0
.4
66
)

(0
.5
00
)

(0
.4
93
)

(0
.5
04
)

(0
.4
92
)

(0
.5
03
)

(0
.4
98
)

(0
.5
48
)

配
偶
者
の
職
場
環
境

施
策
群
Ⅱ
>

0.
13
6

0.
03
3

0.
15
5

0.
06
9

0.
31
5

0.
11
7

0.
16
7

0.
13
5

0.
20
0

(0
.3
44
)

(0
.1
83
)

(0
.3
63
)

(0
.2
55
)

(0
.4
69
)

(0
.3
22
)

(0
.3
75
)

(0
.3
42
)

(0
.4
47
)

配
偶
者
の
職
場
環
境

施
策
群
Ⅲ
>

0.
13
6

0.
06
7

0.
14
9

0.
09
7

0.
24
1

0.
05
8

0.
25
6

0.
13
0

0.
40
0

(0
.3
44
)

(0
.2
54
)

(0
.3
57
)

(0
.2
97
)

(0
.4
32
)

(0
.2
35
)

(0
.4
39
)

(0
.3
37
)

(0
.5
48
)

配
偶
者
の
職
場
環
境

施
策
群
Ⅳ
>

0.
01
5

0.
00
0

0.
01
8

0.
00
7

0.
03
7

0.
00
8

0.
02
6

0.
01
0

0.
20
0

(0
.1
22
)

(0
.0
00
)

(0
.1
33
)

(0
.0
83
)

(0
.1
91
)

(0
.0
91
)

(0
.1
59
)

(0
.1
02
)

(0
.4
47
)

Ⅲ
.
出
生
行
動

子
供
が
い
る

0.
75
4

0.
65
1

0.
77
1

0.
74
6

0.
77
1

0.
73
6

0.
79
2

0.
74
9

1.
00
0

(0
.4
31
)

(0
.4
80
)

(0
.4
21
)

(0
.4
36
)

(0
.4
21
)

(0
.4
41
)

(0
.4
07
)

(0
.4
34
)

(0
.0
00
)

子
供
の
数

1.
35
0

1.
25
3

1.
36
6

1.
33
1

1.
39
4

1.
30
6

1.
44
2

1.
34
6

1.
58
3

(0
.9
73
)

(1
.1
03
)

(0
.9
51
)

(0
.9
69
)

(0
.9
83
)

(0
.9
80
)

(0
.9
55
)

(0
.9
78
)

(0
.6
69
)

注
)
１
)

施
策
群
Ⅰ
>
は
「
半
日
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
」
お
よ
び
「
育
児
等
の
た
め
の
短
時
間
勤
務
制
度
」，

施
策
群
Ⅱ
>
は
，「

深
夜
勤
務
の
免
除
」，
「
時
間
外
労
働
の
免
除
」
お
よ
び
「
始
業
・
終
業
時

刻
の
繰
上
げ
繰
下
げ
」，

施
策
群
Ⅲ
>
は
，「

法
定
を
上
回
る
育
児
休
業
施
策
」，
「
法
定
を
上
回
る
介
護
休
業
施
策
」
お
よ
び
「
子
ど
も
の
看
護
休
暇
制
度
」，

施
策
群
Ⅳ
>
は
，「

会
社
に
よ
る
託
児
所
利
用
の

支
援
」，
「
在
宅
勤
務
制
度
」，
「
勤
務
地
限
定
制
度
」
お
よ
び
「
結
婚
・
出
産
退
職
者
の
た
め
の
再
雇
用
制
度
」
を
示
す
。

２
)
各
施
策
群
に
つ
い
て
，
全
施
策
が
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
を
「
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
群
」，

1
つ
で
も
施
策
が
未
整
備
の
場
合
を
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
群
」
と
し
た
。

３
)

１
％
水
準
で
有
意
。

５
％
水
準
で
有
意
。

10
％
水
準
で
有
意
。
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
群
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
群
に
お
け
る
平
均
値
の
差
を
F
-値

に
よ
り
検
定
し
た
結
果
。

出
所
)
(株

)サ
ー
ベ
イ
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
『
職
場
環
境
と
少
子
化
の
関
連
性
に
関
す
る
調
査
』（

20
07
年
）
を
基
に
筆
者
が
集
計
。
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表６ 職場における「仕事と家庭の両立支援策」と職場環境との関係（Probit推定法)

職場環境

施策群Ⅰ>

係数

(標準誤差)

マージナル

効果

施策群Ⅱ>

係数

(標準誤差)

マージナル

効果

施策群Ⅲ>

係数

(標準誤差)

マージナル

効果

施策群Ⅳ>

係数

(標準誤差)

マージナル

効果

女性労働者比率（％) 1.057 0.161 0.005 0.002 0.328 0.113 1.657 0.001

(1.032) (0.689) (0.672) (2.541)

週60時間を超える長時間労働

者比率（％)

0.531

(0.926)

0.081 -0.973

(0.806)

-0.305 -0.662

(0.814)

-0.229 5.863

(3.112)

0.003

企業当たり平均時給（対数値) 0.953 0.145 0.133 0.042 0.222 0.077 -0.276 -0.0002

(0.322) (0.216) (0.220) (0.707)

職場でのノウハウを共有する雰

囲気があると回答した人の比率

（％)

1.936

(1.053)

0.294 -0.512

(0.891)

-0.160 1.429

(0.888)

0.494 2.912

(3.794)

0.001

季節を通じた繁閑の差が大きい

と回答した人の比率（％)

-1.019

(0.783)

-0.155 0.209

(0.593)

0.066 0.151

(0.608)

0.052 4.836

(2.633)

0.003

本人の職場環境 施策群Ⅰ> － － 1.077 0.246 0.912 0.252 － －

(－) (0.303) (0.277) (－)

本人の職場環境 施策群Ⅱ> 0.961 0.110 － － 0.909 0.334 2.047 0.010

(0.350) (－) (0.176) (0.802)

本人の職場環境 施策群Ⅲ> 0.821 0.106 － － － － － －

(0.271) (－) (－) (－)

本人の職場環境 施策群Ⅳ> － － 1.606 0.576 － － － －

(－) (0.641) (－) (－)

本人女性 0.690 0.078 0.212 0.069 0.017 0.006 0.088 -0.0001

(0.388) (0.261) (0.265) (0.841)

本人年齢 0.005 0.001 0.019 0.006 0.021 0.007 -0.082 -0.00005

(0.029) (0.025) (0.025) (0.104)

配偶者年齢 -0.002 -0.0004 -0.010 -0.003 -0.020 -0.007 0.046 0.00002

(0.030) (0.026) (0.026) (0.102)

本人大卒以上 -0.288 -0.044 0.072 0.023 0.331 0.114 0.856 0.001

(0.220) (0.176) (0.178) (0.703)

配偶者大卒以上 -0.045 -0.007 0.050 0.016 0.313 0.112 -0.359 -0.0001

(0.246) (0.187) (0.187) (0.623)

日常的な子育てのサポート有り

（配偶者以外)

0.056

(0.204)

0.009 -0.206

(0.160)

-0.065 0.185

(0.163)

0.063 0.214

(0.522)

0.0001

共働き夫婦 -0.108 -0.016 -0.276 -0.088 -0.283 -0.099 0.875 0.001

(0.267) (0.212) (0.219) (0.682)

夫婦のうち少なくとも一方の所

得が児童手当所得限度額（収入

の目安）

0.013

(0.256)

0.002 -0.191

(0.195)

-0.061 -0.140

(0.201)

-0.049 -0.087

(0.563)

-0.000001

配偶者の職場環境 施策群Ⅰ> 0.257 0.038 -0.320 -0.098 0.022 0.008 -1.391 -0.001

(0.211) (0.181) (0.177) (0.754)

配偶者の職場環境 施策群Ⅱ> 0.340 0.044 0.973 0.352 -0.528 -0.162 － －

(0.339) (0.227) (0.261) (－)

配偶者の職場環境 施策群Ⅲ> -0.474 -0.092 0.191 0.063 0.986 0.374 － －

(0.360) (0.263) (0.260) (－)

定数項 -8.461 -2.337 -4.779 -6.419

(3.054) (2.052) (2.098) (6.545)

対数尤度 -119.106 -184.469 -183.140 -18.305

注）各施策群の定義については表５の注）参照。
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ントロール群を上回っているが，「子どもの数」で

は平均値に有意な差はなかった。

次に，表６は，制度整備がなされている職場選

択に関する，第１段階の結果を示しているが，表

５における基本統計量の結果からおおむね予想さ

れる通りの結果であった。 施策群Ⅰ>では，企業

当たり平均自給，職場でのノウハウを共有する雰

囲気， 施策群Ⅱ>と 施策群Ⅲ>，また本人が女

性であることが，職場選択に対して正の効果をも

つ。 施策群Ⅱ>では，本人の職場での 施策群Ⅰ>

と 施策群Ⅱ>，配偶者の職場において同じ施策群

が整備されていることが正の効果をもつ。施策群

Ⅲ>では，企業当たりの平均給与，職場でのノウ

ハウの共有や本人の学歴など，人的資本にかかわ

る要因と，本人の職場での 施策群Ⅰ>と 施策

群Ⅱ>，配偶者の職場における 施策群Ⅲ>の整備

状況が有意に正に働いている。したがって，施策

群Ⅲ>の整備された職場は，高い人的資本を持つ

就労者に選択される確率が高い傾向にある。施策

群Ⅳ>では，長時間労働者の比率，繁閑の差，そ

して，本人の職場での 施策群Ⅱ>が有意に正で

ある。

表７は，単純回帰（LS）とKernel Matching

（ ）によるトリートメント効果の推計結

果を示している 。単純回帰の結果を掲載したのは，

PS推定法によるバイアス調整機能の有効性を簡単

に検証するためである。また，第Ⅲ節で抽出した

全サンプル（602件）に加えて，男性を分析に含む

ことによる過小推計を調整するため，本人が女性

のみの家計を抽出したサンプル（112件），さらに，

家計所得による施策効果の違いを検証するため，

児童手当受給の可能性の有る家計（417件）と無い

家計（185件）について，同様の推計を行った 。

トリートメント効果が有意に正であれば，当該施

策群が出生確率を引き上げていることを意味する。

LSと の結果を比較すると，おおむね，

トリートメント効果が小さく，標準誤差が大きく

なっていることから，PS推定法によるバイアス調

整が機能しているといえる。児童手当の受給資格

有りのサンプル以外で，若干の統計的有意性が確

認されたのは 施策群Ⅳ>で，いずれも出生確率

を有意に引き上げている。サンプルを女性のみに

限定した場合，予測どおり，男性を含めた全サン

プルよりもトリートメント効果が大きくなり，施

策群Ⅳ>だけではなく， 施策群Ⅰ>も出生確率を

引き上げているという結果が得られた。しかしな

がら，サンプル数が112件と限られているため，

いずれも，LSと比べ が過大に推計され

ており，robustな結果とはいえない。また，夫婦

の所得による施策効果の違いを見ると，夫婦のい

ずれもが児童手当所得限度額（収入の目安）以上

で，相当程度所得の高い家計において，施策群Ⅳ>

が出生確率を有意に引き上げているという結果で

あった。したがって， 施策群Ⅳ>については，比

較的富裕層の出生行動に対する効果が期待される。

Ⅵ 結語

本稿では，２つの労働組合を対象に実施された

『職場環境と少子化の関連性に関する調査』の個票

データを用いて，「仕事と家庭の両立を支援する」

諸制度を多次元尺度法によって４つの施策群に類

型化し，内生性を考慮したPS推定法によって，各

施策群が家計の出生行動に与えるトリートメント

効果を推計した。結果，調査対象者が勤務する職

場において相対的に整備が遅れており，「在宅勤務

制度」以外はファミフレよりの，「会社による託児

所利用の支援」，「勤務地限定制度」，「結婚・出産

退職者のための再雇用制度」を含む 施策群Ⅳ>

が，出生率を有意に引き上げていることがわかっ

た。とりわけ， 施策群Ⅳ>は，夫婦の勤労所得に

限ってみた場合，相対的に富裕層に対する効果が

有意であると予測される。また，サンプルを本人

が女性である場合に限定すると， 施策群Ⅳ>に加

え，制度整備が進んでいるフレックスよりの 施

策群Ⅰ>も出生確率を引き上げている。本稿では，

12項目の制度ごとにPS推定法によるトリートメ

ント効果の推計を試みたが，どの制度も単独では

出生確率に有意に作用しなかった。以上の結果か

ら，仕事と家庭の両立支援には各世帯の経済状況

に応じた多角的・包括的なアプローチが必要であ

るといえよう。
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しかしながら，第Ⅲ節で述べた制約により，本

稿が分析の対象としたのは，少なくとも「本人」

に関しては，労働組合の存在する職場で所得や制

度の点で全国平均よりも相当程度良好な環境の下

で，長期間にわたり継続して就労している者であ

る 。とりわけ，本人が女性である場合は，阿部

（2005）が指摘しているように，家族と仕事の両立

の条件が比較的整った環境で就労を続けることが

できている「幸運な女性」あるいは「幸運な家族」

であるといえる。換言すれば，本稿で得られた結

論は，現行の制度では，こうした恵まれた女性や

家族の出生行動を促すことがもはや限界にきてお

り，さらに踏み込んだファミフレ・フレックス施

策が必要であることを示唆している。

今後の研究課題は，ファミフレ・フレックス施

策の出生行動に与える影響についての理論的考察

を行うこと，制度整備に伴う企業のコストを理論

的・実証的に明らかにすること（脇坂（1999a，1999

b）や川口（2002）など），また，『消費生活に関す

るパネル調査』に代表されるように，多様な価値

観やライフ・スタイルを持つ人々がライフ・ステー

ジに応じて仕事と生活との調和を図ろうとする際，

どういった阻害要因（ワーク・ライフ・コンフリ

クト）があるかについて，定量的な分析が可能と

なるようなパネル・ベースでの情報収集・整備を

行うことである。

注

1) 日本における出生率低下の要因を経済学的視

点から実証的に分析した文献研究については，

伊達・清水谷［2004］に詳しい。

2) 日本の少子化対策のこれまでの経緯について

は，阿藤［2000］，および，厚生労働省ホームペー

ジを参照のこと。

3) 具体的には，「育児休業法」の施行（1992年），

「育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律の制定（1995年），「雇

用の分野における男女の均等な機会および待遇

の確保等に関する法律」の改正（1999年，2007

年）や「男女共同参画社会基本法」の成立（1999

年），「少子化社会対策基本法」と「次世代育成

支援対策推進法」の制定（2002年）などである。

4) 就労者票では，本人や家族の性別・年齢等の

個人属性はもとより，現在・過去の就業状況（就

業形態・職種・業種・労働時間および日数・所

得など），職場の制度や職場環境，子育てについ

ての考え方など，また，企業票では，従業員構

成，各種両立支援制度の導入状況，賃金・人事・

福利制度など，多岐にわたる質問項目が含まれ

ている。

5) 企業票は欠損値が多く，企業票と完全に結合

可能なサンプルのみを用いた場合，分析対象と

なるサンプル数が198まで減少し，推定に支障

をきたす。したがって，企業票の「一部」とし

たのは，女性就労者比率，週60時間を超える長

時間労働者比率，企業当たりの平均時給等の企

業情報が欠損であった404サンプルについて，

同じ企業に所属する就労者の個票データから，

これらの推計に必要な企業別データを集計した

からである。なお，配偶者調査票に関しては，

企業別の情報は存在しない。

6) 各施策の有無について，『平成17年度女性雇

用管理基本調査』（厚生労働省）が収集したデー

タから，30人以上の事業所規模での全国平均値

をあげると，「育児等のための短時間勤務制度」，

「所定外労働の免除」，「法定を上回る育児休業制

度」，「始業・終業時刻の繰上げ繰下げ」，「再雇

用制度」（平成８年度同調査），「子どもの看護休

暇制度」有りがそれぞれ，50.1％，36.3％，21.3％，

27.3％，20.7％，52.7％である。本稿で用いる

『職場環境と少子化の関連性に関する調査』では，

企業ごとの整備状況が調査されているため，事

業所ベースの調査である『女性雇用管理基本調

査』と比較することは一概にはできないが，本

稿の分析対象者は，おおむね全国平均よりも良

好な両立支援策の下で就労しているといえるだ

ろう。

7) 多次元尺度法と同様，多変量解析法であるク

ラスター分析からも同様の結果が得られた。

8)以下同様の分析を制度の「使いやすさ」につい

ても行った。各施策群中に分類された施策のう

ち，１つでも３点（「どちらともいえない」）以

258  Vol.43 No.3季 刊 ・ 社 会 保 障 研 究



下の施策がある場合を「コントロール群（＝０）」，

全施策について３点を超える点数であった場合

を「トリートメント群（＝１）」とする二項変数

を作成し同様の分析を行ったところ，結果はほ

ぼ同じであった。

9) アウトカム指標として，子どもの数，今後の

出生意欲，今後欲しい子どもの数を用いた推計

も行ったが，いずれも有意性が認められなかっ

た。

10) 本人が女性である場合と男性である場合の「子

どもがいる」確率はそれぞれ約72％と約77％，

また，児童手当受給の可能性の有る家計と無い

家計では約72％と約70％で，いずれも統計学的

に有意な差は認められなかった。

11) 所得に関しては，例えば，『平成18年国民生

活基礎調査』（厚生労働省大臣官房統計情報部）

における全国１世帯当たりの平均所得金額約564

万円と比較すると，本調査では，夫婦のみの所

得合計での平均値が約890万円（標準偏差が約

271万円）と，全国平均をはるかに上回って高所

得であることがわかる。
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